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｢風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例の一部

改正」に対するパブリック・コメントの実施結果について

山口県では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例の一部改
正に対し実施したパブリック・コメントについて、県民の皆様から提出され
たご意見及び県警察の考え方をとりまとめましたので公表します。

１ 意見の募集期間
平成２７年１０月１日（木）から平成２７年１０月３０日（金）までの間

２ 提出者数
３５人（意見数３８件）
（内訳）窓口提出 ２４人、電子メール １１人

３ 提出意見の要旨及び意見に対する県警察の考え方

【風俗営業又は特定遊興飲食店営業の制限緩和に関する意見】～６件

意見の要旨 県警察の考え方

○ 宇部市相生町の営業延長許容地域の見 ◆ 特定遊興飲食店営業については、飲食店
直しを許可してもらいたい。 営業者、近隣住民の意見聴取や現地調査等

○ 相生町は宇部市の中心部であり、幹線 から、宇部市相生町の一部地域を特定遊興
道路に面し、大きな病院、小学校、住宅 飲食店営業の営業所設置許容地域に加える
も少なく、商店街かつ商業地域である。 ことにしました。

○ 営業において、規制基準を遵守しない
場合や騒音、苦情などがあれば、店の営
業取消しという形でもよい。

。○ 新たにできる法令なので、新しい見方 ◆ 条例改正の参考とさせていただきました
で捉えてほしい。

○ １つのエンターテイメントとして開放
すべきところは開放してほしい。
営業の基準として、騒音問題と営業時

間の縛りさえクリアすれば、どこにクラ
ブを作ろうと問題はないと思う。

○ お盆時期の営業時間の延長について、 ◆ お盆時期は年末年始と同様、利用者が多
最近の休暇取得状況から８月中でも良い いこと、営業時間の延長要望があることか
し、各地区の「祭り」の日を対象とする ら、お盆の期間（８月１４日から同月１７
ことはできないか。 日まで）を午前１時まで営業可能とするこ

とにしました。
◆ 特定の祭礼行事を規定した場合と規定さ
れなかった他の行事との間に著しい不均衡
が生じること等から「祭り」に係る営業時
間の延長はしていません。

【風俗環境保全協議会設置に関する意見】～１件

意見の要旨 県警察の考え方

○ 特定遊興飲食店営業の新設に伴うもの ◆ 特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地
なので、該当する許可店舗が存在する地 域を基準に設置地域を指定しました。
域に設置するのがよい。
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【特定遊興飲食店営業に関する意見】～２件

意見の要旨 県警察の考え方

○ 特定遊興飲食店営業に関して、顧 客 の ニ ◆ ご意見は今後の参考とさせていただきます。
ーズがあること、若者の里離れを抑えて
地元経済の活性化につながること、東京
オリンピック開催時に日本の風俗環境の
規制に適していることの３つが挙げられ
る。

○ 遵守事項の内容に問題はないが、関係
者の聞き取りは必要と考える。

【ゲームセンターへの年少者の立入制限に関する意見】～２８件

意見の要旨 県警察の考え方

○ 午後６時以降、１６歳未満の者の規制 ◆ ゲームセンターへの年少者の立入制限に
に関して、保護者同伴とすることは安全 ついては、ゲームセンター、学校、ＰＴＡ
面でいい。 等へのアンケート調査、業界からの要望、
最近のゲームセンターは家族で楽しめ 他条例の規制状況との均衡、県民の皆様の

るような雰囲気の店が多く、親子のコミ ご意見を踏まえ決定しました。
ュニケーション促進やトラブル防止につ
ながる。 ※ ゲームセンター営業に関する改正内容

同種１２件 ) 午後６時後午後１０時前の時間において（
１６歳未満の者を営業所に客として立ち入

○ 保護者同伴や１６歳未満の者の立入り らせるときは、保護者の同伴が必要である
は午後８時までの規制が理想と考える。 ことを規定しました。

（ ）同種２件

○ 保護者同伴でも子供の成長にプラスと ◆ 県警察としましては、今後とも、少年の
はならないし、午後１０時まで立入可能 健全育成に向けた対策として、学校等の関
となれば、大人も不良も集まる場所なの 係機関・団体と連携しながら、ゲームセン
で危険が伴い、いい方向に進むとは思え ター等への立入りや補導活動などに取り組
ない。 み、ゲームセンター等の環境保全に努めて

同種９件 まいります。（ ）
○ ゲームセンターでの経営面と子供の成
長への悪影響を比較したとき、後者の方
が深刻である。

○ 保護者同伴で小学生が遅くまでゲーム
センターにいることは望ましくない。

○ 中学生などは金銭感覚が鈍っている気
がするので、気軽に入れる環境は作らな
い方がいい。

○ 今ゲームセンターに通っている人が開
放的な気持ちになるだけである。

。○ 今のままで変える必要はない。 ◆ 条例改正の参考とさせていただきました

【各規制に対する意見】～１件

意見の要旨 県警察の考え方

○ 各地域の店関係者や住民等からの聞き ◆ 改正条例の各規制は、県下の風俗営業関
取りにより検討すべきである。 係者、住民などのご意見やこれまでの規定

内容を踏まえ決定しました。


